
第１１０９号　―１―令和４年１０月３１日 広 島 市 報

広 島 市 報広 島 市 報
定期第１１０９号

令和４年１０月３１日

発  行  所

広島市役所
（企画総務局法務課）

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

目 次

　　　　条　　　　　例

○広島市附属機関設置条例の一部を改正する

条例（第４０号） …………………………………………… 3

○広島市都市計画関係手数料条例の一部を改

正する条例（第４１号） …………………………………… 4

○広島市児童館条例の一部を改正する条例 

（第４２号） ………………………………………………… 4

○広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計

画）地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例の一部を改正する条例（第 

４３号） ……………………………………………………… 4

○広島市都市計画関係手数料条例の一部を改

正する条例（第４４号） …………………………………… 5

　　　　規　　　　　則

○広島市公共施設整備等事業者選定審議会規

則（第６１号） ……………………………………………… 7

○広島市会計規則の一部を改正する規則（第 

６２号） ……………………………………………………… 8

○広島市国民健康保険規則の一部を改正する

規則（第６３号） …………………………………………… 9

○広島市宅地造成等規制法施行細則の一部を

改正する規則（第６４号） ………………………………… 9

　　　　告　　　　　示

○寄附金の指定………………………………………………… 9

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の

事業者指定等に関する要綱による指定事業 

者の指定……………………………………………………… 9

○介護保険法による指定居宅サービス事業者

及び指定介護予防サービス事業者の指定………………… 9

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者 

の指定………………………………………………………… 10

○令和４年第７回広島市議会定例会の招集………………… 10

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の指定　 

２件…………………………………………………………… 10

○母子保健法施行規則による指定養育医療機

関からの辞退の届出………………………………………… 10

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の指定………………… 10

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の届出事項の変更の届出　４件………………………… 10

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の廃止の届出……………………………………………… 13

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の届出事項の変更の届出　２件………………………… 13

○物品出納員事務の一部委任………………………………… 14

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の指定………………… 14

○公共下水道の供用開始……………………………………… 14

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場に

よる下水の処理開始………………………………………… 14

○農業集落排水処理施設の供用開始………………………… 15

○開発行為に関する工事の完了……………………………… 15

○令和３年度決算に係る健全化判断比率の公 

表……………………………………………………………… 15

○令和３年度決算に係る資金不足比率の公表……………… 15

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の指定………………… 15

○開発行為に関する工事の完了……………………………… 16

○自転車等の所有権の取得…………………………………… 16

○市道の路線の廃止…………………………………………… 16

○市道の路線の認定…………………………………………… 16

○道路の区域決定……………………………………………… 16

○道路の供用開始……………………………………………… 17

○広島市収納代理金融機関の指定に関する告

示別表広島県内全店舗の欄中「三菱ＵＦＪ

信託銀行株式会社」の右に「（口座振替の

方法による収納の事務に限る。）」を加え 

る。…………………………………………………………… 17

○広島市下水道事業収納取扱金融機関の指定

に関する告示別表広島県内全店舗の欄中

「三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社」の右に

「（口座振替の方法による収納の事務に限

る。）」を加える。………………………………………… 17

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の

事業者指定等に関する要綱による指定事業



―２―　第１１０９号 令和４年１０月３１日広 島 市 報

者の廃止の届出……………………………………………… 17

○介護保険法による指定居宅介護支援事業の 

廃止の届出…………………………………………………… 17

○介護保険法による指定居宅サービス事業及

び指定介護予防サービス事業の廃止の届出……………… 17

○介護保険法による指定地域密着型サービス

事業の廃止の届出…………………………………………… 18

○市営住宅の家賃の変更……………………………………… 18

○長期間駐車されていた自転車等の移動（中 

区） …………………………………………………………… 18

○放置自転車等の撤去（中区）　２件……………………… 18

○長期間駐車されていた自転車等の移動（中 

区） …………………………………………………………… 18

○放置自転車等の撤去（中区） ……………………………… 18

○長期間駐車されていた自転車等の移動（中 

区） …………………………………………………………… 18

○放置自転車等の撤去（中区） ……………………………… 19

○建築基準法による道路の位置の指定（東 

区） …………………………………………………………… 19

○放置自転車の撤去（東区） ………………………………… 19

○長期間駐車されていた自転車等の移動（東 

区） …………………………………………………………… 19

○放置自転車等の撤去（南区）　２件……………………… 19

○長期間駐車されていた自転車等の移動（南 

区） …………………………………………………………… 19

○放置自転車等の撤去（南区）　８件……………………… 19

○放置自転車等の撤去（西区） ……………………………… 20

○建築基準法による道路の位置の指定（西 

区）　２件…………………………………………………… 20

○放置自転車等の撤去（西区）　４件……………………… 20

○路線名等を定める法定外公共物の廃止（西 

区） …………………………………………………………… 21

○放置自転車等の撤去（西区）　２件……………………… 21

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安 

佐南区） ……………………………………………………… 21

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐

南区）　２件………………………………………………… 21

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変

更（安佐南区） ……………………………………………… 22

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐 

南区） ………………………………………………………… 22

○建築基準法による道路の位置の変更（安佐 

南区） ………………………………………………………… 22

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安 

佐南区） ……………………………………………………… 22

○道路の区域変更（安佐南区） ……………………………… 22

○道路の供用開始（安佐南区） ……………………………… 22

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐 

南区） ………………………………………………………… 22

○道路の区域変更（安佐南区） ……………………………… 23

○道路の供用開始（安佐南区） ……………………………… 23

○路線名等を定める法定外公共物の指定（安 

佐南区） ……………………………………………………… 23

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安 

佐南区） ……………………………………………………… 23

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変

更（安佐北区） ……………………………………………… 23

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安 

佐北区） ……………………………………………………… 23

○放置自転車等の撤去（安佐北区） ………………………… 24

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐 

北区） ………………………………………………………… 24

○道路の区域変更（安佐北区） ……………………………… 24

○道路の供用開始（安佐北区） ……………………………… 24

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐

北区）　２件………………………………………………… 24

○都市公園法による都市公園の設置（安佐北 

区） …………………………………………………………… 25

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐 

北区） ………………………………………………………… 25

○建築基準法に規定する道路の指定（安芸 

区） …………………………………………………………… 25

○放置自転車等の撤去（安芸区）　２件…………………… 25

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安 

芸区） ………………………………………………………… 25

○放置自転車等の撤去（安芸区） …………………………… 25

○放置自転車等の撤去（佐伯区） …………………………… 25

○建築基準法による道路の位置の指定（佐伯 

区） …………………………………………………………… 26

○放置自転車等の撤去（佐伯区） …………………………… 26

○長期間駐車されていた自転車等の移動（佐 

伯区） ………………………………………………………… 26

○放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件…………………… 26

○長期間駐車されていた自転車等の移動（佐 

伯区） ………………………………………………………… 26

○放置自転車等の撤去（佐伯区） …………………………… 26

　　　　選　管　告　示

○令和４年９月１日現在における地方自治法

及び市町村の合併の特例に関する法律によ

る各種直接請求並びに地方教育行政の組織

及び運営に関する法律による教育長又は委

員の解職請求をするに必要な選挙人の数………………… 26

　　　　教育委員会告示

○広島市教育委員会議（定例会）の開催…………………… 27

○広島市教育委員会議（臨時会）の開催…………………… 27

　　　　監　査　公　表

○定期監査及び行政監査結果公表　２件…………………… 27

○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体



第１１０９号　―３―令和４年１０月３１日 広 島 市 報

等監査結果公表　２件……………………………………… 28

○定期監査及び行政監査結果公表…………………………… 29

○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体

等監査結果公表……………………………………………… 29

○定期監査及び行政監査結果公表　９件…………………… 30

広島市長　　松　井　一　實

条 例



―４―　第１１０９号 令和４年１０月３１日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實
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広島市長　　松　井　一　實
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広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

広島市告示第４４６号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ 日　

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第１項第３号の寄附金として、次の者に対する寄附金を指定し

たので、同条第５項の規定により告示する。

　令和４年１月１日以後に支出された当該寄附金について、広島

市市税条例第３４条の６第１項第３号の規定を適用する。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４４７号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年９月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４４８号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和４年９月１日

広島市長　　松　井　一　實　

寄附金を受領する者 寄附金を受領する者の所在地

公益財団法人結核予防会
東京都千代田区神田三崎町一丁目３
番１２号

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ケア
２１

ケア２１古市
橋

広島市安佐南
区大町東一丁
目１２番８号

訪問介護サービ
ス、生活援助特
化型訪問サービ
ス

株 式 会 社 サ
ポートスタッ
フ・アン

ヘ ル パ ー ス
テーションア
ン

広島市佐伯区
五日市中央四
丁目２番１９
－２０４号

訪問介護サービ
ス、生活援助特
化型訪問サービ
ス

社会福祉法人
みどり会

デイサービス
府中みどり園

広島県安芸郡
府中町浜田一
丁目６番７号

１日型デイサー
ビス

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

告 示
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株式会社ケア
２１

ケア２１古市
橋

広島市安佐南
区大町東一丁
目１２番８号

訪問介護

株 式 会 社 サ
ポートスタッ
フ・アン

ヘ ル パ ー ス
テーションア
ン

広島市佐伯区
五日市中央四
丁目２番１９
－２０４号

訪問介護

株式会社Ｓｈ
ｉｎｅ

訪 問 看 護 ス
テーションか
がやき南

広島市南区仁
保新町一丁目
９番１１－１
０８号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

ほほえみ株式
会社

ほほえみ有料
老人ホームエ
ク セ レ ン ト
［介護付］リ
ハビリ棟

広島市中区西
平塚町７番３
号

特定施設入居者
生活介護及び介
護予防特定施設
入居者生活介護

株式会社はれ
コ ー ポ レ ー
ション

あいらの杜広
島南観音

広島市西区南
観音五丁目６
番３２号

特定施設入居者
生活介護及び介
護予防特定施設
入居者生活介護



広島市告示第４４９号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年９月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４５０号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

　令和４年第７回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　招集日　　令和４年９月１５日

２　招集場所　広島市役所



広島市告示第４５１号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社Ｓｈ
ｉｎｅ

介護相談室か
がやき南

広島市南区仁
保新町一丁目
９番１１－１
０８号

居宅介護支援

次に掲げる者　略



広島市告示第４５２号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４５３号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

　母子保健法施行規則（昭和４０年厚生省令第５５号）第１３条

の規定により、次に掲げる指定養育医療機関から辞退の届出が

あったので、広島市母子保健法施行細則（昭和４１年広島市規則

第３９号）第９条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定養育医療機関　略



広島市告示第４５４号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ９ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４５５号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ファミリータウン広電楽々園

　　所在地　広島市佐伯区楽々園四丁目４４１番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　広島電鉄株式会社



第１１０９号　―１１―令和４年１０月３１日 広 島 市 報

　　代表取締役　椋田　昌夫

　　広島市中区東千田町二丁目９番２９号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙１のとおり

　　（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

　　別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

　　令和４年８月３１日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年９月９日から令和５年１月９日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和５年１月９日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第４５６号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ファミリータウン広電楽々園

　　所在地　広島市佐伯区楽々園四丁目４４１番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　広島電鉄株式会社

　　代表取締役　椋田　昌夫

　　広島市中区東千田町二丁目９番２９号

３　変更事項

　　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　ア　駐車場の位置及び収容台数　略

　　イ　駐輪場の位置及び収容台数　略

　　ウ　荷さばき施設の位置及び面積　略

　　エ　廃棄物等の保管施設の位置及び容量　略

　　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　　　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間 

帯　略

４　変更年月日

　　駐輪場の位置及び収容台数（変更１）

　　　令和４年１０月１日

　　上記以外の変更

　　　令和５年５月６日

５　届出年月日

　　令和４年９月５日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年９月９日から令和５年１月９日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和５年１月９日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第４５７号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。



―１２―　第１１０９号 令和４年１０月３１日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ゆめタウン園

　　所在地　広島市安佐南区西原五丁目４６４番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社イズミ

　　代表取締役　山西　泰明

　　広島市東区二葉の里三丁目３番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　ア　駐車場の位置及び収容台数　略

　　イ　駐輪場の位置及び収容台数　略

　　ウ　荷さばき施設の位置及び面積　略

　　エ　廃棄物等の保管施設の位置及び容量　略

　　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　　ア　駐車場の自動車の出入口の数及び位置　略

　　イ　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間

帯　略

４　変更年月日

　　（１期工事完成時変更事項）令和５年５月６日

　　（２期工事完成時変更事項）令和５年１１月１日

５　届出年月日

　　令和４年９月５日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年９月９日から令和５年１月９日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和５年１月９日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第４５８号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　イオンモール広島園

　　所在地　広島市安佐南区園三丁目５４０番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　イオンモール株式会社

　　代表取締役社長　岩村　康次

　　千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙１のとおり

　　（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

　　別紙１、２のとおり

５　届出年月日

　　令和４年９月２日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年９月９日から令和５年１月９日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和５年１月９日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



第１１０９号　―１３―令和４年１０月３１日 広 島 市 報



広島市告示第４５９号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５

項の規定により大規模小売店舗の廃止の届出があったので、同条

第６項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡＧＩＧＡ　宇品店

　　所在地　広島市南区宇品西三丁目１３２７番４８ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フタバ図書

　　代表取締役　横山　淳

　　広島市西区観音本町二丁目５番２０号

３　大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計

　　１，５３０平方メートル

４　大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計

　　０平方メートル

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計が１，０００平方メート

ル以下となる日

　　令和４年９月１９日

６　届出年月日

　　令和４年９月５日



広島市告示第４６０号　

令和４年９月１２日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　アルク井口明神店

　　所在地　広島市西区井口明神一丁目１０番１３１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社ＮＴＴ西日本アセット・プランニング

　　代表取締役　盛山　弘一

　　大阪市都島区東野田町四丁目１５番８２号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の住所

　　（変更前）大阪市中央区今橋二丁目５番８号

　　（変更後）大阪市都島区東野田町四丁目１５番８２号

４　変更年月日

　　令和４年８月２９日

５　届出年月日

　　令和４年９月９日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年９月１２日から令和５年１月１２日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和５年１月１２日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第４６１号　

令和４年９月１２日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フレスタ中筋店

　　所在地　広島市安佐南区中筋四丁目１２５番２

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社ＮＴＴ西日本アセット・プランニング

　　代表取締役　盛山　弘一

　　大阪市都島区東野田町四丁目１５番８２号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の住所

　　（変更前）大阪市中央区今橋二丁目５番８号

　　（変更後）大阪市都島区東野田町四丁目１５番８２号

４　変更年月日

　　令和４年８月２９日

５　届出年月日

　　令和４年９月９日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号



―１４―　第１１０９号 令和４年１０月３１日広 島 市 報

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政振興課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年９月１２日から令和５年１月１２日まで。だた

し、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和５年１月１２日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第４６２号　

令和４年９月１２日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき、教育委員会安佐南地区学校事務センター所長の物品

出納員事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた物品分任出納員

　　中筋小学校　教頭　皆戸　雅子

２　委任させた事務

　　中筋小学校における物品の出納保管に関する事務

３　委任期間

　　令和４年８月２４日から東浄小学校長の職務復帰の日まで



広島市告示第４６３号　

令和４年９月１５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４６６号　

令和４年９月２０日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和４年９月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）



広島市告示第４６７号　

令和４年９月２０日　

　公共下水道及び流域下水道の終末処理揚による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和４年９月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水及び
雨水を排除

東区 中山東三丁目の一部

分流

安佐南区 緑井一丁目の一部

安佐北区 亀山二丁目の一部

佐伯区 五日市町大字上河内の一部

汚水を排除

東区
福田三丁目及び馬木七丁目
の各一部

安佐南区
高取南一丁目、園八丁目
及び伴東四丁目の各一部

安佐北区

深川七丁目、可部南一丁
目、可部南五丁目、亀山三
丁目及び亀山九丁目の各一
部

佐伯区 湯来町大字伏谷の一部

下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名
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東区
福田三丁目及び馬木七丁目
の各一部

位置：広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：広島市西部水資
源再生センター

安佐南区
緑井一丁目、高取南一丁
目、園八丁目及び伴東四
丁目の各一部

安佐北区

深川七丁目、可部南一丁
目、可部南五丁目、亀山二
丁目、亀山三丁目及び亀山
九丁目の各一部

佐伯区
湯来町大字伏谷及び五日市
町大字上河内の各一部

東区 中山東三丁目の一部

位置：広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：太田川流域下水
道東部浄化セン
ター



広島市告示第４６８号　

令和４年９月２０日　

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第２１条第２項

の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和４年９月２０日

２　汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称



広島市告示第４６９号　

令和４年９月２２日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市西区の草津梅が台の３３番４３の一部、４０番１６の

一部、４０番１８、４０番１９、４１番１の一部、４１番３、

４１番４の一部、４２番１の一部、４２番５の一部及び１９０

４番３の一部並びに鈴が峰町の２０番４、２０番７の一部、２

０番８、２０番１４の一部、２０番１５、２０番１６及び２０

番１７

２　開発面積

　　６，４７８．９６㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市西区草津梅が台１０番１号

汚水を排除し、
及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字阿戸の一部 戸山農業集落排水処理施設

　　医療法人社団更生会

　　理事長　佐藤　悟朗

４　検査済証交付年月日

　　令和４年９月２２日



広島市告示第４７０号　

令和４年９月２６日　

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第

９４号）第３条第１項の規定により、令和３年度決算に係る健全

化判断比率について公表する。

広島市長　　松　井　一　實　

（単位：％）

備考

　１　実質赤字比率及び連結実質赤字比率の欄の「－」は、実質

赤字額及び連結実質赤字額がないことを示す。

　２　括弧内に掲げる数値は、本市に適用される早期健全化基準

を示す。



広島市告示第４７１号　

令和４年９月２６日　

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第

９４号）第２２条第１項の規定により、令和３年度決算に係る資

金不足比率について公表する。

広島市長　　松　井　一　實　

（単位：％）

備考

　１　資金不足比率の欄の「－」は、資金の不足額がないことを

示す。

　２　本市に適用される経営健全化基準は、２０％である。



広島市告示第４７２号　

令和４年９月２６日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

実質赤字比率
連結実質赤字

比率
実質公債費

比率
将来負担比率

－
（１１．２５）

－
（１６．２５）

１０．９
（２５．０）

１５８．９
（４００．０）

特別会計の名称 資金不足比率

中央卸売市場事業特別会計 －

国民宿舎湯来ロッジ等特別会計 －

開発事業特別会計 －

水道事業会計 －

下水道事業会計 －

安芸市民病院事業会計 －
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第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４７３号　

令和４年９月２７日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市佐伯区三宅三丁目の７１６番１の一部、７１７番１及

び７１７番３の一部

２　開発面積

　　１，４１０．２７㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市南区段原日出二丁目２番２２号

　　日東不動産株式会社

　　代表取締役　東　正治

４　検査済証交付年月日

　　令和４年９月２７日



広島市告示第４７４号　

令和４年９月２７日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４７５号　

令和４年９月２９日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき、次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は、令和４年９月２９日から同年１０月１３日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

整理
番号

路線名
起点

終点

17583
西３区己斐
中央線

西区己斐本町一丁目３３２番地６地先

西区己斐本町一丁目３２３番地２７地
先



広島市告示第４７６号　

令和４年９月２９日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、

市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は、令和４年９月２９日から同年１０月１３日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４７７号　

令和４年９月２９日　

　道路の区域を次のように決定したので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、告示します。

　その関係図面は、令和４年９月２９日から同年１０月１３日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

整理
番号

路線名
起点

終点

17584
西２区２０
９号線

西区観音新町四丁目２８７４番地１地
先

西区観音新町四丁目２８７４番地２１
３地先

17585
西３区５１
０号線

西区己斐中一丁目１２８番地３地先

西区己斐中一丁目３１０番地４地先

17586
西３区己斐
中央線

西区己斐中一丁目３０１番地１地先

西区己斐本町一丁目３２３番地２７地
先

17587
安佐南２区
川の内線

安佐南区東野三丁目１４６１番地２地
先

安佐南区東野三丁目１４５８番地４地
先

17588
安佐南３区
８８２号線

安佐南区園三丁目５４８番地７９地
先

安佐南区園三丁目４３２番地６地先

17589
安佐南３区
８８３号線

安佐南区長束一丁目１７７番地７地先

安佐南区長束一丁目１７７番地１７地
先

17590
安佐南３区
８８４号線

安佐南区山本九丁目８８３番地１地先

安佐南区山本八丁目９４５番地２地先

17591
安佐北２区
１１３４号
線

安佐北区深川七丁目１１１６番地１地
先

安佐北区深川七丁目１１１５番地６地
先

17592
佐伯２区４
６７号線

佐伯区八幡一丁目９５６番地１地先

佐伯区八幡一丁目９５５番地５地先

道路の
種類

路線名 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
西２区２０
９号線

10.00
～　

31.18

メートル メートル
417.34
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市　道
西３区５１
０号線

16.00
～　

44.82

メートル メートル
64.92

市　道
西３区己斐
中央線

23.00
～　

78.54

メートル メートル
162.99

市　道
安佐南２区
川の内線

24.60
～　

43.00

メートル メートル
123.60

市　道
安佐南３区
８８２号線

5.20
～　

33.00

メートル メートル
156.70

市　道
安佐南３区
８８３号線

4.50
～　
7.67

メートル メートル
33.13

市　道
安佐南３区
８８４号線

4.20
～　
7.52

メートル メートル
121.00

市　道
安佐北２区
１１３４号
線

5.00
～　
9.00

メートル メートル
59.80

市　道
佐伯２区４
６７号線

4.00
～　
8.00

メートル メートル
23.27



広島市告示第４７８号　

令和４年９月２９日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年９月２９日から同年１０月１３日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
西２区
２０９
号線

西区観音新町四丁目２８７
４番地１地先 令和４年９月２

９日西区観音新町四丁目２８７
４番地２１３地先

市　道
西３区
己斐中
央線

西区己斐本町一丁目３３５
番地８地先 令和４年９月２

９日西区己斐本町一丁目３２３
番地２７地先

市　道

安佐南
３区８
８３号
線

安佐南区長束一丁目１７７
番地７地先 令和４年９月２

９日安佐南区長束一丁目１７７
番地１７地先

市　道

安佐南
３区８
８４号
線

安佐南区山本九丁目８８３
番地１地先 令和４年９月２

９日安佐南区山本八丁目９４５
番地２地先

市　道

安佐北
２区１
１３４
号線

安佐北区深川七丁目１１１
６番地１地先 令和４年９月２

９日安佐北区深川七丁目１１１
５番地６地先

市　道
佐伯２
区４６

佐伯区八幡一丁目９５６番
地１地先 令和４年９月２

７号線 佐伯区八幡一丁目９５５番
地５地先

９日



広島市告示第４７９号　

令和４年９月３０日　

　令和５年４月１日をもって、広島市収納代理金融機関の指定に

関する告示（昭和６０年広島市告示第１２６号）別表全店舗の欄

中「三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社」の右に「（口座振替の方法に

よる収納の事務に限る。）」を加える。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４８０号　

令和４年９月３０日　

　令和５年４月１日をもって、広島市下水道事業収納取扱金融機

関の指定に関する告示（昭和６０年広島市告示第１２７号）別表

全店舗の欄中「三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社」の右に「（口座振

替の方法による収納の事務に限る。）」を加える。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４８１号　

令和４年９月３０日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４８２号　

令和４年９月３０日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４８３号　

令和４年９月３０日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　
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次に掲げる者　略



広島市告示第４８４号　

令和４年９月３０日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので、同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４８５号　

令和４年９月３０日　

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更内容（対象住宅、変更後の家賃）

　　別紙のとおり

２　変更期間

　　令和４年１０月１日から令和５年３月３１日まで

３　変更理由

　　浴槽・風呂釜設置等

４　その他

　　住戸改善に伴い次の住戸を廃止する。

　　※廃止年月日：令和４年９月３０日

別紙　略



広島市告示（中区）第１０９号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ２ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、９月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１１０号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

住宅名 棟番号 住戸番号

基町アパート １９

245、345、445、545、645、745、
845、943、1045、1145、1245、
1345、1445、1545、1645、1745、
1845、1945号

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１１１号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１１２号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ２ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、９月１７日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１１３号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１１４号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ３ ０ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、９月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
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は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１１５号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ３ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第７８号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ７ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第７号

２　指定年月日　　令和４年９月７日

３　道路の位置　　広島市東区中山東三丁目の１９６０番２及び

１９６６番３の一部

４　幅員　　　　　６．０３メートル

５　延長　　　　　５２．９１メートル



広島市告示（東区）第７９号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第８０号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ３ ０ 日　

　不動院前駅東自転車等駐車場、不動院前駅西自転車等駐車場、

天神川駅北第一自転車等駐車場及び天神川駅北第二自転車等駐車

場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和４年９月

１６日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示しま

す。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第１１３号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１１４号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１１５号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日　

　広島駅南口第三Ａ駐輪場及び稲荷町駐輪場に、長期間駐車され

ていた下記の自転車等については、令和４年９月５日に広島市西

部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第１１６号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１１７号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　
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広島市告示（南区）第１１８号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１１９号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１２０号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１２１号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１２２号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１２３号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第７７号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第７８号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和４年９月６日

３　道路の位置　　広島市西区南観音五丁目１７１６番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．５０メートル

　　　　　　　　　延長　１９．６６メートル



広島市告示（西区）第７９号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　令和４年９月６日

３　道路の位置　　広島市西区南観音五丁目１７１６番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．５０メートル

　　　　　　　　　延長　１９．６３メートル



広島市告示（西区）第８０号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第８１号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ３ 日　
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　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第８２号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第８３号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第８４号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ６ 日　

　路線名等を定める法定外公共物を次のとおり廃止しますので、

告示します。

　その関係図面は、令和４年１０月１１日まで広島市西区役所建

設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第８５号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 西５区９２号里道
広島市西区井口四丁目３１６－３
地先から広島市西区井口鈴が台三
丁目甲３１９地先まで

別表　略



広島市告示（西区）第８６号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ３ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安佐南区）第８５号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については、令和４年８月２９

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第８６号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１３号

２　指定年月日　　令和４年９月２日

３　道路の位置　　広島市安佐南区川内一丁目の１２１１番１の

一部、１２１１番５の一部及び１２１２番１

の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　３５．０７メートル



広島市告示（安佐南区）第８７号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ７ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第９号

２　指定年月日　　令和４年９月７日

３　道路の位置　　広島市安佐南区西原一丁目１８８６番５

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル



―２２―　第１１０９号 令和４年１０月３１日広 島 市 報

　　　　　　　　　延長　３４．９４メートル



広島市告示（安佐南区）第８８号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ３ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は、令和４年９月１３日から同月２７日まで、広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第８９号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ０ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１４号

２　指定年月日　　令和４年９月２０日

３　道路の位置　　広島市安佐南区大町東三丁目の６３７番１

１、６３６番１の一部及び６３７番１２の一

部

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　２９．１６メートル



広島市告示（安佐南区）第９０号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ０ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように変更しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１５号

２　指定年月日　　令和４年９月２０日

３　道路の位置　　広島市安佐南区伴東三丁目の９３２７番１の

一部及び９３３５番６

４　幅員及び延長　幅員　４．５０メートル

　　　　　　　　　延長　３４．９０メートル



広島市告示（安佐南区）第９１号　

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
旧 安佐南１区７

８４号里道の
一部

緑井一丁目３７７４番１地先か
ら同所３７７５番１地先まで

新 緑井一丁目４１４０番１４

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ０ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については、令和４年９月１４

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第９２号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ １ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年９月２１日から同年１０月５日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第９３号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ １ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年９月２１日から同年１０月５日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第９４号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ １ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
３区２
１１号
線

安佐南区
園八丁目１
０１２番地
地先から
安佐南区
園八丁目１
０１２番地
地先まで

旧
2.60
～

3.40
16.40

新
3.40
～

8.10
16.40

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
３区２
１１号
線

安佐南区園八丁目１０１
２番地地先から
安佐南区園八丁目１０１
２番地地先まで

令和４年９月２
１日



第１１０９号　―２３―令和４年１０月３１日 広 島 市 報

１　指定番号　　　第１６号

２　指定年月日　　令和４年９月２１日

３　道路の位置　　広島市安佐南区西原六丁目の５６３番１の一

部、５６３番３の一部、８５６番１の一部、

８５６番４、８５７番１の一部、８５７番４

の一部、８５８番７の一部及び５６３番３地

先里道

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル～６．２０メートル

　　　　　　　　　延長　４２．１６メートル



広島市告示（安佐南区）第９５号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ７ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年９月２７日から同年１０月１１日ま

で広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第９６号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年９月２７日から同年１０月１１日ま

で広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第９７号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ９ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は、令和４年９月２９日から同年１０月１３日ま

で、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道
安佐南
２区１
８号線

安佐南区東
野二丁目６
６８番地２
１地先から
安佐南区東
野二丁目６
６８番地１
４地先まで

旧
3.00
～

3.23
23.30

新
4.00
～

4.30
23.30

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安佐南
２区１
８号線

安佐南区東野二丁目６６８
番地２１地先から
安佐南区東野二丁目６６８
番地１４地先まで

令和４年９月２
７日

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第９８号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ３ ０ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については、令和４年９月２８

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１３１号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は、令和４年９月１日から同月１５日まで、広島

市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１３２号　

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐南２区１４４
４号里道

広島市安佐南区東野三丁目１１９
９番４地先から同所１１９９番１
地先まで

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

水　路

旧

Ｋ３－Ｆ２－
Ｈ五反庄－２
５－３５号水
路

安佐北区深川七丁目１１２６番
１地先から同所１１２６番１地
先まで

新

Ｋ４－Ｆ２－
Ｈ五反庄－２
５－３５号水
路

安佐北区深川七丁目１１２６番
１地先から同所１１２６番１地
先まで

水　路

旧

Ｋ３－Ｆ２－
Ｈ五反庄－２
５－１９号水
路

安佐北区深川七丁目１１１６番
地先から同所１１３４番地先ま
で

新

Ｋ４－Ｆ２－
Ｈ五反庄－２
５－５７号水
路

安佐北区深川七丁目１１１６番
４地先から同所１１２３番１地
先まで

水　路

旧

Ｋ３－Ｆ２－
Ｈ五反庄－２
５－１９号水
路

安佐北区深川七丁目１１１６番
地先から同所１１３４番地先ま
で

新

Ｋ３－Ｆ２－
Ｈ五反庄－２
５－１９号水
路

安佐北区深川七丁目１１２３番
１地先から同所１１３４番地先
まで



―２４―　第１１０９号 令和４年１０月３１日広 島 市 報

令 和 ４ 年 ９ 月 ９ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和４年８月２６日及び同月３１日に広島市西

部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第１３３号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により、令和４年８月３１

日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１

２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第１３４号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ９ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第３号

２．指定年月日　　令和４年９月９日

３．道路の位置　　広島市安佐北区可部南三丁目７１番２の一部

４．幅員及び延長　幅員　５．００メートル

　　　　　　　　　延長　２２．６０メートル



広島市告示（安佐北区）第１３５号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ４ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年９月１４日から同月２８日まで安佐

北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市　道
安佐北
３区２
４号線

安佐北区可
部南五丁目
１６６４番
地１地先か
ら
安佐北区可
部南五丁目

旧
3.62
～

4.23

56.51

6.10

１６５９番
地１地先ま
で

新 ～
6.12



広島市告示（安佐北区）第１３６号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ４ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年９月１４日から同月２８日まで安佐

北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１３７号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第４号

２．指定年月日　　令和４年９月１５日

３．道路の位置　　広島市安佐北区可部南三丁目２０７番１の一

部

４．幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　７０．７０メートル



広島市告示（安佐北区）第１３８号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第５号

２．指定年月日　　令和４年９月１５日

３．道路の位置　　広島市安佐北区可部一丁目の８０３番１の一

部、８０３番２の一部、８０５番１の一部、

８０３番２地先里道及び８０３番２地先水路

４．幅員及び延長　幅員　４．００～６．００メートル

　　　　　　　　　延長　６４．１３メートル



道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安佐北
３区２
４号線

安佐北区可部南五丁目１６
６４番地１地先から
安佐北区可部南五丁目１６
５９番地１地先まで

令和４年９月１
４日
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広島市告示（安佐北区）第１３９号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ８ 日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき、都市公園を次のように設置します。

　その関係図面は、令和４年９月２８日から同年１０月１２日ま

で広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

別図　略



広島市告示（安佐北区）第１４０号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第６号

２．指定年月日　　令和４年９月２８日

３．道路の位置　　広島市安佐北区三入二丁目の１２３３番の一

部、１２３４番の一部、１２３５番の一部、

１２３６番２の一部、１２３３番地先水路及

び１２３４番地先里道

４．幅員及び延長　幅員　５．００～６．００メートル

　　　　　　　　　延長　３５．１８メートル



広島市告示（安芸区）第８１号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ５ 日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく次の道路を

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号

に規定する道路として指定しました。

　関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　　第１号

２　指定年月日　　　令和４年９月１５日

３　道路の種類　　　都市計画道路

４　路線名及び区間　３・５・６１２号矢野中央線（２工区）

　　　　　　　　　　起点　安芸区矢野東二丁目３９９２－１５

　　　　　　　　　　終点　安芸区矢野東二丁目３９９２－２１

　　　　　　　　　　延長　１５．５ｍ

　　　　　　　　　　幅員　１２．３ｍ



名称 所在地 供用開始の期日 区域

可部南第六
公園

安佐北区可部南五
丁目１７３６番７

令和４年９月２
８日

別図のとお
り

広島市告示（安芸区）第８２号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別表の自転車を撤去

し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（安芸区）第８３号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別表の自転車を撤去

し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（安芸区）第８４号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ５ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車は、

広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示しま

す。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（安芸区）第８５号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別表の自転車を撤去

し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（佐伯区）第１０３号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。
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広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１０４号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和４年９月２日

３　道路の位置　　広島市佐伯区五日市中央四丁目９４３番３０

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　２７．８２メートル



広島市告示（佐伯区）第１０５号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１０６号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和４年９月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１０７号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１０８号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１０９号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ２ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和４年９月２０日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１１０号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略

広島市選挙管理委員会告示第３５号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ 日　

　令和４年９月１日現在における地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律

第５９号）の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定によ

る教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次の

とおりです。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

１　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

選管告示
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町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　１９，６５２人

２　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条

第１項（市長の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の

総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

　　　　　　　　　　　　　　２２２，８２２人

３　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　　中　　区　　３８，４２７人

　　　　　　　　　東　　区　　３２，８０５人

　　　　　　　　　南　　区　　３９，２９０人

　　　　　　　　　西　　区　　５１，７７２人

　　　　　　　　　安佐南区　　６５，４８４人

　　　　　　　　　安佐北区　　３９，６８２人

　　　　　　　　　安  芸  区　　２１，４３０人

　　　　　　　　　佐  伯  区　　３８，６３８人

４　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１６３，７６３人

広島市教育委員会告示第１５号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ５ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　日　時　令和４年９月８日（木）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

（代決報告）

　【非公開予定議題】

　　広島市スポーツ推進審議会委員の任命案に対する意見につ

いて（議案）

　　広島市立図書館協議会委員の任命について（議案）

教育委員会告示

　　広島市公民館運営審議会委員の委嘱について（議案）



広島市教育委員会告示第１６号　

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ２ 日　

　広島市教育委員会議（臨時会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　日　時　令和４年９月１４日（水）　午前９時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【非公開予定議題】

　　教職員の人事について（議案）

広島市監査公表第３２号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　　　　　　　　　危機管理室　　　危機管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　災害予防課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　災害対策課

　　　区　役　所　　（中、東、南、西、安佐南、安佐北、安

芸、佐伯）

　　　　　　　　　　　市　民　部　　　地域起こし推進課

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和４年４月２１日から同年８月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

監査公表
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５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第３３号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　財　政　局　　　　　　　　　　　管　財　課

　　　　　　　　　　　契　約　部　　　物品契約課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事契約課

　　　区　役　所　　（中、東、南、西、安佐南、安佐北、安

芸、佐伯）

　　　　　　　　　　　市　民　部　　　区政調整課

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和４年４月２１日から同年８月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第３４号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　市　民　局　　　　　　　　　　　　市民活動推進課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民安全推進課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費生活センター

　　　　　　　　　　　国際平和推進部　　平和推進課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際化推進課

　　　区　役　所　　（中、東、南、西、安佐南、安佐北、安

芸、佐伯）

　　　　　　　　　　　市　民　部　　　　地域起こし推進課

　　　公益社団法人広島消費者協会

　　　公益財団法人広島平和文化センター

　　　株式会社オオケン

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

　　　また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とし

た。

２　監査の期間

　　令和４年４月１２日から同年８月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に

係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点か

ら監査した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第３５号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規
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定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　健康福祉局　　　原爆被害対策部　　　調　査　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　援　護　課

　　　区　役　所　　（中、東、南、西、安佐南、安佐北、安

芸、佐伯）

　　　　　　　　　　　厚　生　部　　　　　地域支えあい課

　　　一般財団法人広島市原爆被爆者協議会

　　　公益財団法人広島原爆被爆者援護事業団

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

　　　また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とし

た。

２　監査の期間

　　令和４年４月１９日から同年８月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に

係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点か

ら監査した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第３６号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　こども未来局　　　　　　　　　こども未来調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども・家庭支援課（障

害児支援係に限る。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　児童相談所

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和４年６月７日から同年８月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第３７号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　経済観光局　　　　　　　　　　　経済企画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計量検査所

　　　　　　　　　　　ひろしまプロモーションセンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雇用推進課

　　　　　　　　　　　産業振興部　　　商業振興課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものづくり支援課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業立地推進課

　　　区　役　所　　（西、佐伯）

　　　　　　　　　　　市　民　部　　　地域起こし推進課

　　　広島市流通センター株式会社

　　　公益社団法人広島市シルバー人材センター

　　　公益財団法人広島市産業振興センター

　　　広島地下街開発株式会社

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務
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等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

　　　また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とし

た。

２　監査の期間

　　令和４年４月２１日から同年８月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に

係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点か

ら監査した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第３８号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　都市整備局　　　住　宅　部　　　住宅政策課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住宅整備課

　　　区　役　所　　（中、東、南、西）

　　　　　　　　　　　建　設　部　　　建築課

　　　　　　　　　　（安佐南、安佐北、安芸、佐伯）

　　　　　　　　　　　農林建設部　　　建築課

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和４年４月１８日から同年８月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第３９号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　水　道　局　　　技　術　部　　　調　整　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　維　持　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　給　水　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管路設計課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管路工事課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理事務所（中部、東

部、西部、北部）

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和４年４月１８日から同年８月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第４０号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　
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同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

　なお、山路英男監査委員及び山内正晃監査委員は、政務活動費

等に関する事務の監査については、地方自治法第１９９条の２の

規定により除斥とした。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　議会事務局　　　　　　　　　　　総　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秘書広報室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　事　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市政調査課

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和４年６月３０日から同年８月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第４１号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　元宇品町財産区

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和４年５月２７日から同年８月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第４２号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　小河内財産区

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和４年５月１２日から同年８月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。
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広島市監査公表第４３号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　三入財産区

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和４年５月１２日から同年８月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第４４号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　高南財産区

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和４年５月１２日から同年８月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第４５号　

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　砂谷財産区

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和４年４月２５日から同年８月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第４６号　



第１１０９号　―３３―令和４年１０月３１日 広 島 市 報

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　環　境　局　　　施　設　部　　　埋立地整備管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　　　場（中、南、

安佐南、安佐北）

　　　経済観光局　　　農林水産部　　　農林整備課

　　　　　　　　　　　中央卸売市場　　中 央 市 場

　　　都市整備局　　　営　繕　部　　　設　備　課

　　　中区役所　　　　建　設　部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　　安佐南区役所　　農林建設部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する契約金額が１００万円以上の工事、工

事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務とした。

２　監査の期間

　　令和４年４月１２日から同年８月１０日まで

３　監査の着眼点

　　工事の設計、積算、契約及び施工等並びに委託業務の内容及

び積算等が法令に適合し、正確に実施されているか、また、経

済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監

査した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。




